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みかもクリーンセンター余熱利用施設の

利用料金等の変更

余熱利用施設では、当初計画した指定管理料

の年割額を上回ることが続き、この増額分を利

用者(受益者)より公平に負担してもらうための

料金の変更案。主な理由は、光熱水費において、

利用者数の増加により利用料が月 23 万円から
31 万円に増加、及び電気量、上下水道料金の
値上げによる。更に、定期利用者の 1回の利用
料金実績額が安価であること等による。利用料

金の変更にあたっての基本的姿勢として、70
歳以上、障がい者、3～ 15歳料金の割引率は、
現行とほぼ同等とし、近隣の類似の施設と比較

して、できる限り低い料金に設定。それぞれの

変更料金額等は、「広報さの」や HP で、ご確
認下さい。実施期日は、平成 28 年 4 月 1 日よ
りとなります。

市税の「徴収猶予」と

「換価の猶予」等を制度化

地方税法等の改正による市税条例の改正案。

納税者の負担の軽減を図ることと、滞納の早期

段階での計画的な納付を確保することを目的と

して改正。主な改正点は、納税者の申請に基づ

く「換価の猶予制度」(例えば、差し押さえた

不動産を公売により換価することなどを猶予す

る制度)を創設。これにより「申請期限」「申請

手続等の項目」を法に準じ定め、併せて「徴収

猶予制度」(災害等によって納付することが困

難な場合に市税の徴収を猶予する制度)等を認

める。施行は、一部を除き平成 28年 4月 1日。
詳しくは、市民税課にお問い合わせ下さい。

国保制度維持のための限度額等改正

国民健康保険制度維持のための課税限度額の

アップと、中低所得世帯の負担軽減等のための

改正。主な改正点は、課税限度額を 77 万円か
ら 85 万円に引き上げ。資産割額を 100 分の 19
から 100 分の 17 に減額。世帯別平等割額を
27,000円から 25,200円に減額他等を認める。

難病患者さん等への手当支給

360疾患に拡大

「難病の患者に対する医療等に関する法律」

の施行等に伴い受給資格を改め、手当の額及び

支給方法を変更し、並びに所要規定を整備する

ための改正案。主な改正点、条例名称の一部を

「特定疾患者」から「難病患者等」に改名。対

象者を「知事から指定難病特定医療費受給者証、

一般特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾

病医療費受給者証の交付を受けている者」と、

具体的にした。手当の支給を受けるには、市長

の認定を受けなければならない。支給は、これ

まで 110 疾患が対象でしたが、360 疾患に拡大
したことにより年 1回 2万円に改正。

議場の開場記念コンサート

12月 10 日(木)12月定例議会前の午前 9 時よ
り、新議場の開場を記念し、デュオユニット「シ

エル」によるコンサートを行いました。市民に

開かれ身近に感じてもらうことを願ってのこと
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です。木の香りと伴に耳にしました和音の心地

よさ、音の広がりのよ

うに、これからこの議

場で決めた様々なこと

をお伝えしていきます。

(仮称)葛生行政センター建設工事

(本体)請負契約

旧葛生庁舎跡地に建設予定の「(仮称)葛生行

政センター」の本体建設工事請負の契約案。入

札は、事後審査型条件付一般競争入札により 11
社が参加して行われ、2 億 6,784 万円の落札率
96.95%で決まる。工期は、本契約締結日の翌日
から平成 28年 9月 15日で、電気工事及び機械
設備工事は、別で 12月中に発注予定。

公用車と職員通勤車両の駐車場用地取得

久保町の JR と東武鉄道の線路と踏切に囲ま
れた元プラスチック社屋跡地 8,508.11㎡を 1億
5,165 万 4,140 円で取得。本庁舎までの距離は
500M 程で、公用車の駐車場としての利用と、

他職員の通勤車両の駐車場として職員厚生会と

賃貸契約を結び利用。

１２月定例議会：日程・審査結果等
開会日 12月 10日(木) 午前 10時
上程案件数等

◎報告：総務常任委員会・閉会中審査 2件
◎説明：議員案第 3号
◎報告：市長の専決処分事項 3 件(損害賠償
の額合計 594,033円の決定及び和解)の説明

◎上程議案 22件：提案説明
本会議二日目(質疑、討論、表決、委員会付託)

12月 14日(月) 午前 10時
◎陳情第 5号及び第 6号 不採択

◎議員案第 3号「佐野市議会会議規則の改正」
原案可決

◎報告：市長の専決処分事項 3件 質疑

◎議案第 128 号市長の専決処分「一般会計補
正予算第 5 号」(新庁舎完成記念事業寄附

金関係)原案可決

◎議案第 129 号「人権擁護委員候補者の推薦
について」推薦同意

◎ 22案件を各常任委員会付託
一般質問

12月 15日 7名 / 16日 6名 / 17日 6名
経済文教常任委員会審査議案数 3件
開催日時 12 月 18日(金) 午前 9時
委員会審査結果 全原案を可とした。

厚生常任委員会審査議案数 12件
開催日時 12月 18日(金) 午後 1時 30分
委員会審査結果 全原案を可とした。

建設常任委員会審査議案数 3件
開催日時 12月 21日(金) 午前 9時
委員会審査結果 全原案を可とした。

総務常任委員会審査議案数 7件
開催日時 12月 21日(金) 午後 1時 30分
委員会審査結果 全原案を可とした。

最終日 12月 25日(金) 午前 10時
◎各常任委員会の委員長報告 質疑・討論

◎全議案 22件 原案可決

※議案名内容等は、議会 HP を開いて見るか、２
月 1 日発行の「議会からこんにちは」第 54 号
をご覧下さい。

ご覧になりましたか？
本会議のインターネットによるライブ中継

や録画中継。「佐野市 HP」の「佐野市議会」
をクリックし、更に「議会中継」をクリック

しますと、見たい日にちや見たい議員の発言

の全てを見ることが出来ます。

また、最終日の表決の結果もご覧になって

下さい。12 月議会より初めて、「電子表決」
で行いました。このことにより、議会誌『議

会からこんにちは』には、賛否が分かれた結

果も詳しく掲載できるようになりました。


